災害時要援護者（一人での避難が難しい方）の支援活動
担当者用　訪問のしおり

１　要援護者支援制度について
　大地震などの大きな災害が起きたとき、高齢や肢体が不自由などにより、一人では避難が難しい方が地域には相当数いらっしゃいます。『災害時要援護者避難支援制度』は、こうした避難が難しい方の支援のための制度です。
支援を必要としている方が川崎市に申し込みを行うと、地域の自主防災組織に登録情報が提供されます。自主防災組織を中心に、住人同士の助け合いによって、安全な避難を実現していこうとするものです。　

２　○○町内会の活動と現在の状況
いざ災害が起きたとき、実際に他人の避難を助けるのは大変なことです。たとえば相手が肢体不自由の方であれば、数人がかりで運び出すことになります。逃げ遅れが出てしまうことは心配ですが、一方で地域の防災組織は初期消火や避難所運営など様々な活動に追われ、避難支援に十分な人出を確保することが難しいのが現状です。
こうした実情の中で、安全な避難に向けて最良の方法を考え、実現していくことは難しいのですが、まず今はできることから一歩ずつ進めて行きたいと考えます。支援を必要としている方、そして地域で防災活動を行う勇気ある方がまずはお互いの状況を知り、できること、できないことを確認することが重要です。近所に住む人同士、対等な立場で話し合っていきたいと思っています。直接の支援でなくても、見守りや連絡など、できることがあるかもしれません。

３　初回訪問の段取り
・　対象の方に電話をして、都合のよい日を聞きます。
・　なかなか電話に出てもらえない場合は、「訪問用チラシ（日程調整電話事前予告）」をポストに入れて、訪問したい旨を一旦お伝えしましょう。
・　日程の候補を聞いたら、もう一人の訪問者と日程調整をして、訪問します。
・　必要に応じて「訪問用チラシ（訪問日時お知らせ用）」をポストに入れます。


４　訪問に向けて（心がけ）
・ 世間話を交えながら、気軽な雰囲気でお話しします
・ 災害時の支援は義務ではなく、同じ地域住民として対等な立場で助け合うことが前提です。
・ お互いの状況を確認し、これからの助け合いに向けた話し合いになります。
・ 相手の方が要援護者の登録を忘れている場合もあります。
・ お聞きしたことは「訪問台帳」に記入します。
・ 訪問台帳は担当者と町内会長限りで厳重に保管し、聞いた内容も同意を得た相談先（福祉事業所・近所の支援者等）以外には話してはいけません。


５　訪問時に持っていく資料

	No
	名　　　前
	内　　　容

	1
	訪問のしおり
	この紙です。

	2
	訪問台帳
	支援に必要な情報を項目別で
記入する様式です。

	3
	話すことの例
	相手の方にお聞きする事の例。

	4
	要援護者制度チラシ
	登録したことを忘れている可能性もあるので、念のため持参。

	参考
	防災啓発資料
町内会イベントチラシ等
	雰囲気を見て案内。



